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序　　　　　文

　ブルガリア共和国は、エネルギー資源に乏しくその供給の多くを旧ソ連圏からの輸入に頼って

きました。同国では、コメコン体制の崩壊により輸入エネルギーを国際価格で購入せざるを得な

くなったことから、1990年以来エネルギー価格が急騰し、産業活動活性化の障害となっています。

このような背景から1991年７月に同国からの要請に基づいて、我が国政府は1992年２月から1994

年１月まで、JICAによる「ブルガリア国省エネルギー計画」開発調査を実施しました。

　この開発調査の提言を基に、ブルガリア共和国産業省はエネルギー利用の効率化を総合的に推

進する「省エネルギーセンター」の設立を計画し、エネルギー利用効率化の分野で世界のトップ

レベルにある日本に対して、1993年にプロジェクト方式技術協力を要請してきました。この要請

を受けて、我が国政府は、国際協力事業団（JICA）を通じて1994年１月にプロジェクト形成調

査、1994年11月に事前調査団を派遣し、ブルガリア共和国側協力要請内容、実施体制及び技術協

力の妥当性を調査しました。1995年５月には長期調査員を派遣して、技術移転内容の詳細確認を

行ったうえで、1995年７月には実施協議調査団を派遣して、討議議事録（R/D）の署名交換を行

いました。

　本件プロジェクトは、R/Dに基づき、1995年11月１日から５年間にわたり実施されてきました。

今般、JICAはプロジェクトの進捗状況を確認し、当初計画に対する協力及び技術移転達成度に

ついてブルガリア共和国側関係者と合同で評価するため、協力期間終了を４か月後に控えた2000

年６月18日から７月16日まで終了時評価調査団を派遣しました。

　本報告書は同調査団の調査結果を取りまとめたものです。

　ここに本調査団の派遣に関し、ご協力いただいた日本及びブルガリア共和国両国の関係各位に

対し、深甚の謝意を表するとともに、併せて今後のご支援をお願いする次第です。

　2001年３月

国際協力事業団

理事　大 津 幸 男



評価調査結果要約表
国名：ブルガリア共和国 案件名：省エネルギーセンター

分野：技術普及／人材普及 援助形態：プロジェクト方式技術協力

所轄部署：鉱工業開発協力部鉱工業開発
協力第２課

協力金額（無償のみ）：

先方関係機関：経済省（旧・産業省)

我が方協力機関：通商産業省・資源エネルギー
庁石炭・新エネルギー部、(財)省エネルギー
センター

協力期間

(R/D) ：1995年11月１日～
2000年10月31日

(延長)：
(F/U) ：
(E/N) ：(無償） 他の関連協力：JICA開発調査「省エネルギー

計画」

案件概要

１．協力の背景と概要
1980年代後半～1990年代前半に東欧諸国における社会主義体制が崩壊し、エネルギー

の輸入を従来のコメコン体制化でのバーター取引でなく、市場取引による国際価格で購
入せざるを得なくなり、ブルガリア国の経済にとって大きな負担となっていた。しかし
ながら、同国では旧計画経済時代に旧ソ連圏から廉価なエネルギーが豊富に供給されて
いたため、省エネルギー技術や情報が乏しく、依然としてエネルギー利用の効率化がな
されておらず、産業活性化の障害となっていた。
このような状況の下、1991年７月、ブルガリア国は日本政府に省エネルギーの可能性

調査を要請し、これを受けて1992年２月から1994年１月まで、JICAによる「ブルガリア
国省エネルギー計画」開発調査を実施した。
この開発調査の提言を基に、産業省はエネルギー利用の効率化を総合的に推進する「省

エネルギーセンター（EEC）」の設立を計画し、エネルギー利用効率化の分野で世界の
トップレベルにある日本に対してプロジェクト方式技術協力を要請した。

２．協力内容
　(1) 上位目標
　　ブルガリア国工業界におけるエネルギー消費が改善される。

　(2) プロジェクト目標
　　EECの機能が強化され、独力で省エネルギーにかかる施策の提言及び工業界の省エ
ネルギー技術の指導を行うことができる。

　(3) 成　果
　　１）省エネルギー診断業務を行えるカウンターパートの養成
　　２）工場診断及び工場改善指導コンサルティングの実施
　　３）省エネルギー政策体系の検討と施策の提案
　　４）省エネルギーに係る広報活動の実施

　(4) 投入（評価時点）
　　日本側：
　　　長期専門家派遣　　　　５名　　　機材供与　　　　　　１億1,000万円
　　　短期専門家派遣　　　　33名　　　ローカルコスト負担　　約2,200万円
　　　研修員受入れ　　　延べ８名　　　その他　携行機材費　　約1,150万円
　　相手国側：
　　　カウンターパート配置　６名　　　機材購入　診断/計測機器管理費
　　　土地・施設提供　　　　　　　　　供与機材保管室、事務所の改修
　　　ローカルコスト負担　　　　　　　約９万4,505lv. [６万4,300USドル]
　　　その他



調 査 者 　　　担当分野　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　職　位
１．団長・総括　　　　　谷川　和男　　国際協力事業団専門技術嘱託
２．技術協力計画　　　　是枝憲一郎　　通商産業省 資源エネルギー庁石炭 新エネル

ギー部
３．技術移転計画　　　　鈴木　光壽　　東洋エンジニアリング(株) プラント事業本部
４．省エネルギー技術　　関山　武司　　(財)省エネルギーセンター国際エンジニアリン

グ部
５．運営管理　　　　　　押金　久恵　　国際協力事業団鉱工業開発協力部 鉱開第二課
６．評価調査データ・整理分析
　　　　　　　　　　　　山下　智之　　東電設計(株) 海外事業本部 海外第１技術部

調査期間 　2000年６月18日～７月６日 評価種類：終了時評価

１．評価の目的
 日本・ブルガリア国双方の投入実績、プロジェクトの活動実績、運営・管理状況、カウンター

パートへの技術移転状況について、当初計画に照らした目標達成度を調査分析し、評価５項目の
評価を行う。

 目的達成度を考慮して、今後の協力方針についてブルガリア国側と協議する。
 評価達成度から教訓及び提言を導きだし、今後の協力の在り方や実施方法の改善に資する。

２．評価結果の要約
　(1) 実施の効率性
 　　　投入のタイミングは、日本側及びブルガリア国側共に適切であった。しかし、特にカウンター

パートが慢性的に不足していたことから、活動規模の拡大は困難となった。
　(2) 目標達成度
 　　　ローカルコスト負担、カウンターパートの定着化の問題等はあるものの、プロジェクト目標

である、｢EEC独自で省エネルギー診断ができる｣というプロジェクト目標はほぼ達成され得
る。

　(3) 効　果
 　　　省エネルギー法制定に際し、省エネルギー庁への政策提言を通じて、EEC への協力成果を

反映させることができた。また、供与した高度な診断機器とカウンターパートの高い技術力を
もって、EEC は国内産業界における省エネルギー技術の指導・推進機関としての地位を向上し
た。さらに協力したモデル工場の一つ（Biovet 社）では、EEC の技術指導により電力、天然
ガス消費量をそれぞれ５％、10％の削減に成功する一方、EEC による広報普及活動を通じ、モ
デル工場を中心として省エネルギー活動を組織的に推進する重要性が認識されつつある。

　(4) 計画の妥当性
 　　　1997年に省エネルギー庁が設立され、1999年には省エネルギー法施行で、一定規模以上の工

場で省エネルギー診断が義務付けられるなど、制度はプロジェクトと同時進行で整備されて
いった。EU加盟等の懸案事項もあり、省エネルギーの必要性は政府プログラムでも謳われる
ところであったことから、政策レベルでは妥当であったといえる。しかし、政権交代､政府組
織改編による影響を受けたこと、民営化による企業幹部の交代により、多くの工場が省エネル
ギー推進体制を立ち上げられない時期があり、本件技術協力を実施するタイミングは必ずしも
理想的ではなかった。

　(5) 自立発展性
　　　EECは近く独立法人化が計画されて、法人化した暁には、EEC独自の収入確保の道が開ける。
新たに契約した３モデル工場からは省エネルギー推進による経済効果の一部がEECに還元され
ることとなり、今後EECの財政基盤確立に役立つと思われる。その他、インセンティブを与え
ることによるカウンターパートの定着化、さらには顧客（クライアント）発掘における営業活
動の強化が不可欠である。

３．効果発現に貢献した要因
　(1) 我が方に起因する要因
 　　・専門家派遣はプロジェクトの進捗に応じて派遣されるよう調整が行われた。
 　　・ブルガリア国側の要望に添った機材がタイミング的にも数量的にも十分供与された。
　(2) 相手方に起因する要因



　　・エネルギー部門が政府プログラムの重点分野として位置づけられており、また懸案事項であ
るEU加盟でも省エネルギーの必要性が増してきていた。

　　・民営化の進展とエネルギー価格の高騰により、産業界はエネルギー原単位削減を迫られてい
たという背景があった。

４．問題点及び問題を惹起した要因
　(1) 我が方に起因する要因
 　　・協力開始前のEECの経営管理能力についての調査が不十分であった。
　(2) 相手方に起因する要因
　　・政府からの活動資金援助が不十分であり、ローカルコスト負担率も低く、自立発展性に危惧

が残った。
　　・慢性的にカウンターパートが不足した。また、安価な給与体系に加えて、特別なインセンティ

ブも与えられてこなかったことによってカウンターパートのモチベーションが低下した。

５．教訓（新規案件、現在実地中の他の案件へのフィードバック）
　・協力開始前に実施される事前調査では、当該国の本当のニーズを十分把握する必要があり、多
面的な調査を充実させることが求められる。

　・プロジェクト活動に、組織運営／経営管理に関する技術移転も取り入れておく必要があった。
　・計画カウンターパート数の確保やローカルコスト負担など、重要な措置が遵守されない場合の
規定を事前の取極め（M/D）に含めておく。

６．提言（評価対象案件へのフィードバック（延長、フォローアップ協力の必要性等)）
　・営業活動や経営管理に関するEEC機能の強化が必要である。
　・企業が省エネルギーを継続的に実施していくために、低金利政策や税制優遇策等の制度化を支

援していく必要がある。
　・プロジェクト活動の活性化及び収入源の拡張を志向する上で、日本関連機関／企業（ESCO）
等によるプロジェクトとの連携が有効である。
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第１章　終了時評価調査の概要

１－１　調査団派遣の経緯

　　エネルギー資源に乏しいブルガリア共和国（以下「ブルガリア国」と記す）では、その供給

の多くを旧ソ連からの安価な輸入に頼ってきたこともあり、エネルギーの効率的利用がなされ

ていない。コメコン体制の崩壊を経て輸入エネルギーを高価な国際価格で購入せざるを得なく

なったことに加え、ソ連市場の喪失による外貨不足から、1990年以来国内におけるエネルギー

価格の急騰及び深刻なエネルギー不足に直面しており経済活性化の阻害要因となっている。

　　このような背景の下で、ブルガリア国政府は、1993年９月、エネルギー利用効率化を総合的

に推進する恒久的組織「エネルギー効率センター（Energy Efficiency Center：EEC)」の設

立を計画し、日本政府に協力を要請してきた。

　　本要請を受け、JICAは1994年１月東欧省エネルギー協力基礎調査団、1994年11月事前調査

団、1995年５月長期調査員、1995年７月実施協議調査団を派遣し、討議議事録（R/D）を取り

まとめ、署名交換を行った。

　　本件プロジェクトは、R/Dに基づき、1995年11月１日から５年間にわたる協力を実施中であ

る。

１－２　調査団派遣の目的と主な調査事項

　　本終了時評価調査では、2000年10月31日のプロジェクト協力期間終了を控え、日本側、ブル

ガリア国側合同で以下の終了時評価を実施することを目的とする。

　(1) 日本・ブルガリア国双方の投入実績、プロジェクトの活動実績、運営・管理状況、カウン

ターパートへの技術移転状況等について、当初計画に照らした目的達成度を調査分析し、下

記５つの項目（評価５項目）の評価を行う。

　　①目的達成度

　　②実施の効率性

　　③効　果

　　④自立発展性

　　⑤計画の妥当性

　(2) 目的達成度を考慮して、今後の協力方針についてブルガリア国と協議する。

　(3) 評価達成度から教訓及び提言を導きだし､今後の協力の在り方や実施方法の改善に資する｡

１－３　終了時評価調査の実施方法

　(1) R/Dを初めとする各種報告書のデータ、プロジェクト活動報告書等に基づき、終了時評価
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用PDM及び評価５項目に沿った評価グリッドを作成する。

　(2) 評価グリッドに基づき、カウンターパート（C/P)、専門家、ブルガリア国側関係機関、

工場診断対象工場のインタビュー、質問票の配布などを行い関連情報を収集し、その結果を

評価５項目にしたがって調整・分析する。

　(3) ブルガリア国側評価チームと合同で合同評価報告書を作成し、署名する。

　(4) ３と同時に、評価結果を終了時評価調査表にまとめる。

１－４　調査団構成

　１　谷川　和男（Mr. Kazuo Tanigawa） 団長・総括

国際協力事業団 専門技術嘱託 技術協力計画

　２　是枝憲一郎（Mr. Kenichiro Koreeda） 通商産業省（MITI）資源エネルギー庁石炭・

新エネルギー部計画課国際室 通商産業事務

官

　３　鈴木　光壽（Mr. Mitsutoshi Suzuki） 技術移転計画

東洋エンジニアリング(株) 営業企画本部 部

長

　４　関山　武司（Mr. Takeshi Sekiyama） 省エネルギー技術

(財)省エネルギー国際エンジニアリング部

部長 運営管理

　５　押金　久恵（Ms. Hisae Oshikane） 国際協力事業団 鉱工業開発協力部鉱工業開

発協力第２課 担当職員

　６　山下　智之（Mr. Tomoyuki Yamashita) 評価調査データ・整理分析

東電設計(株)海外事業本部 主任
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１－５　調査日程
日数 日　付 曜 行程・調査内容 備　考

コンサルタント団員 官団員(5) 官団員(1,3,4) 官団員(2)
１ ６月18日 日 成田10:00-ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ14:50(LH711)

ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ18:15-ｿﾌｨｱ21:30(LZ438)

２ ６月19日 月 長期専門家、カウンターパートとの打ち合わせ
評価調査（省エネルギー庁）
評価調査（環境省）

３ ６月20日 火 評価調査（工場訪問調査） 成田13:00-ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ18:00(JL407)
４ ６月21日 水 評価調査（カウンターパートヒアリン

グ）
ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ13:50-ｿﾌｨｱ17: 10(LH3558)

評価調査（長期専門家ヒアリング）
５ ６月22日 木 評価調査（環境省） 事務所打ち合わせ

評価調査（カウンターパートヒアリン
グ）

評価調査(カウンターパートヒアリング)
長期専門家との打ち合わせ

６ ６月23日 金 評価調査（経済省）
長期専門家との打ち合わせ

７ ６月24日 土 評価調査（データ整理分析） 成田13:00-ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ18:00(JL407)
８ ６月25日 日 評価調査（データ整理分析） ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ13:50-ｿﾌｨｱ17:10(LH3558)

18:30　団内打ち合わせ

９ ６月26日 月  9:00　JICAブルガリア国駐在員事務所打ち合わせ
11:00　在ブルガリア国日本大使館表敬
14:00　経済省表敬
17:00　省エネルギー庁表敬
団内打ち合わせ

10 ６月27日 火 専門家との打ち合わせ
EEC協議（調査要点） ｿﾌｨｱ15:10-パリ17:10(AF2687)
施設・機材の視察 パリ19:00-(JL406)

11 ６月28日 水 EEC協議（調査要点カウンターパートヒアリン
グ）

-東京13:40 EEC協議(調査要点､カウンターパートヒアリング)
12 ６月29日 木 13:30　評価調査委員会 13:00　評価
13 ６月30日 金 Eva.Report作成 Eva.Report作成 ｿﾌｨｱ09:30-ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ10:50(LZ437)

ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ20:50- (JL408)

14 ７月１日 土 M/M作成 M/M作成 -東京14:55
15 ７月２日 日 M/M作成 M/M作成
16 ７月３日 月 M/M, Eva.Report確認 「自立発展に係るプレゼンテーション」

18:30　M/M署名式、懇親会 18:30　M/M署名式、懇親会

17 ７月４日 火 在ブルガリア国大使館報告 在ブルガリア国大使館報告
ｿﾌｨｱ15:10-パリ17:10(AF2687) ｿﾌｨｱ15:10-パリ17:10(AF2687)

18 ７月５日 水 パリ19:00-        (JL406) パリ19:00- (JL406)
19 ７月６日 木 -東京13:40 -東京13:40
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第２章　評価結果

２－１　プロジェクトの経緯概要

１．要請の内容と背景

(1) 要請発出 1993年９月１日

(2) 内容と背景 (要請内容と要請にいたった背景－対象地域及びセクターの現
状と相手国の開発政策との関連など－を記述)

要請内容 ブルガリア国産業界におけるエネルギー消費の改善を図るた
め、産業省(現・経済省)内にEECを設置し、以下の主な協力を
行う。

・エネルギー消費改善指導者(カウンターパート)の養成
・工場診断、改善指導コンサルティング手法の確立
・情報利用体系の整備
・施策提言能力の向上
・広報活動への支援

要請の背景 　1980年代後半～1990年代前半に東欧諸国における社会主義体
制が崩壊し、エネルギーの輸入を従来のコメコン体制化での
バーター取引でなく、市場取引による国際価格で購入せざるを
得なくなり、ブルガリア国の経済にとって大きな負担となって
いた。しかしながら、同国では旧計画経済時代に旧ソ連圏から
廉価なエネルギーが豊富に供給されていたため、省エネルギー
技術や情報が乏しく、依然としてエネルギー利用の効率化がな
されておらず、産業活性化の障害となっていた。
　このような状況の下、1991年７月、ブルガリア国は日本政府
に省エネルギーの可能性調査を要請し、これを受けて1992年２
月から1994年１月まで、JICAによる「ブルガリア国省エネルギー
計画」開発調査を実施した。
　この開発調査の提言を基に、産業省はエネルギー利用の効率
化を総合的に推進するEECの設立を計画し、エネルギー利用効
率化の分野で世界のトップレベルにある日本に対してプロジェ
クト方式技術協力を要請した。

２．協力実施のプロセス
　　〈計画立案段階〉

(対象プロジェクトへの協力実施のプロセスをプロジェクトサ
イクルの計画立案段階及び実施段階に分けて記述)

(1) プロジェクト形成調査
　　（調査内容／調査結果に

基づく決定事項要約）

1994年１月
・東欧省エネルギー協力基礎調査団を派遣し、EEC設立計画に
対するプロジェクト方式技術協力の可能性判断に必要な情報
収集調査を実施。

(2) 事前調査
　　（調査内容／調査結果に

基づく決定事項要約）

1994年11月20日～12月３日（14日間）６名派遣
・　プロジェクト方式技術協力要請の背景、計画の妥当性、協力
の規模、実施体制等に関する調査を実施。
・プロジェクト協力計画及び技術移転内容に関して基本合意。
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(3) 長期調査
　　（調査内容／調査結果に

基づく決定事項要約）

1995年５月21日～６月10日（21日間）３名派遣
（プロジェクト基本計画・技術移転内容の再確認、暫定実施計
画（TSI)、供与機材計画）
・討議議事録覚書（M/D）は産業省国際協力局長と日本側団長
との間で署名。
・プロジェクト概要、基本計画、プロジェクト・デザイン・マ
トリックス（PDM)、暫定実施計画、機材供与計画について
協議合意(協力内容は事前調査内容と同じ)。
・1995年１月の新内閣発足に伴い、産業省次官も３名全員が交
替したが、プロジェクト責任者、実施責任者には異動がなく、
省エネルギープロジェクト推進に対する意思に変化なし。
・電力をはじめとするエネルギー料金が高騰しているものの、
いまだ国際市場と比較して安価に供給するために、格差を政
府が補填せざるを得ない状況であり、環境問題改善の必要性
から、省エネルギー推進のニーズが継続して高いことを確
認。

(4) 実施協議
　　（調査内容／調査結果に

基づく決定事項要約）

1995年７月31日～８月12日（13日間）５名派遣
・長期調査の結果を踏まえ、ブルガリア国側関係者と下記事項
に関して調査・協議を行い、R/D、TSI、M/Dに取りまとめ、
産業大臣と調査団長間で署名交換を行った。
　・基本計画の確認
　・技術移転計画の確認
　・ブルガリア国側プロジェクト実施体制の確認
　・日本側プロジェクト協力計画の確認
　・その他懸案事項(専門家特権・免除・機材免税措置、プロ
ジェクト終了後の自立発展性の見通し等)

３．協力実施のプロセス
　　〈実施段階〉

(1) 計画打ち合わせ
　　（調査内容／調査結果に

基づく決定事項要約）

1996年10月14日～10月25日（12日間）５名派遣

[プロジェクトの位置づけ]
エネルギー価格の高騰により、省エネルギーはさらにその重要
性を増している。1995年５月に公布された国家計画（1995～1998
年）においても、エネルギー部門は重点分野の一つとして位置
づけられている。また、エネルギー委員会がエネルギー資源省
に昇格（1996年６月）し、エネルギー全般に関する政策官庁と
なった。EECは自己収入をあげ、自らの活動にその資金を利用
できるユニークな機関として、内閣の承認を得て口座を所有し
ている。

[合意事項]
(１) 実習室として機材を設置できるスペースを新規に確保
(２) 不足分カウンターパート１名（情報システム／施策提言担
当）を早急に配置するとともに、将来的には広報担当１名、
熱管理及び電気管理各２名の体制となるよう増員

(３) モデル工場及びスーパーモデル工場選定プロセスを明確化
(４) 供与機材貸与システムを構築
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(５) 工場技術者を準カウンターパート化
(６) データベース構築
(７) 省エネルギー関連投資に対する低金利政策や税制優遇政
策の提示及びその制度化への協力

(８) PDM目標の明確化､指標化の可能性及び外部条件の再検討
　 （外部条件：民営化、省エネルギー法、関連省庁の協力等）
(９) 活動計画（PO)、TSIの見直し
(10) 1996年度活動計画（APO）を協議合意

[総　括]
　本プロジェクトは、省エネルギーに係る施策提言及び工業界
の省エネルギー技術指導を目的として計画されたため、セン
ターでの研修主体の実習プラントの供与計画はなく、実技主体
の実効性ある省エネルギー技術をめざしている。一方、プロジェ
クトの自立発展の面では、プロジェクトが存続していけるだけ
の体力がブルガリア国にあるのか危惧される。日本のインプッ
トに対してブルガリア国側のインプットが少なく、このような
なかで協力期間終了後の自立発展が望めるかが今後の課題であ
る。

(2) 巡回指導
　　（調査内容／調査結果に

基づく決定事項要約）

1997年10月27日～1997年11月７日（12日間）５名派遣
・技術協力計画（TCP)、TSIに基づき、実績確認と計画見直し
を実施。APOを作成。

[EECの位置づけ]
　省エネルギー庁が、エネルギー需要と環境対策コストの削減
を目標に、国家政策の立案・実施担当機関として設立された。
EECはより実用的な機関として期待されており、省エネルギー
庁が今後作成していく省エネルギー法案の中で、現在EECが実
施中の省エネルギー診断の一部が工場に対して義務づけられる
ことも検討されている。
　省エネルギー技術よりも省エネルギー意識浸透のための啓
蒙・広報活動を優先させるとの新次官（産業政策担当）の考え
から、EECの縮小案も検討されたが、最終的には現状どおりの
プロジェクト継続が確定した。

[TCPとAPO]
(1) TCPに対する進捗状況
ａ）カウンターパート養成はほぼ当初計画どおり進捗。カウター
パート養成計画の策定、省エネルギー技術テキスト作成はほ
ぼ終了。測定機器のマニュアル作りは一部を終了。省エネル
ギーの経済評価マニュアルは未着手。
ｂ）工場診断を通じて明らかになった問題点の第一は、工場に
おいてはエネルギー原単位把握、エネルギー漏洩個所の修理
といった省エネルギーの初歩さえ実施されていないこと。
　　第二は、カウンターパートの実務能力の不備であり、オン
ザ・ジョブ・トレーニング（OJT）を通じての強化が必要。
ｃ）広報活動の強化が必要。
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ｄ）情報システム構築、省エネルギー政策の立案支援は、準備
に入った程度。

(2) TCP
ａ）カウンターパート配置
　　実施協議調査団派遣時にM/Dにより合意したカウンター
パート５名体制に関し、いまだ１名不足しているが、現在リ
クルート中であることを確認。
ｂ）省エネルギー活動対象設備の見直し
　　活動対象を当初計画におけるプロセス設備を含むエネル
ギー使用設備全体から、ユーティリティ設備を主とすること
とした。産業分野を問わずどのような工場にもある共通設備
であり、少人数カウンターパート体制でも十分対応可能。
ｃ）省エネルギー活動の優先順位
　　当初計画には、カウンターパート養成、工場診断、情報シ
ステム、政策立案支援、広報活動の５項目が等しく大項目と
して設定されていた。しかし少人数のカウンターパート体制
では、人的リソースの制限から項目ごとに重点を変える必要
があり、以下のように活動を分類した。
　　Ａ順位：カウンターパート養成、工場診断、広報活動
　　Ｂ順位：情報システム
　　Ｃ順位：政策立案支援
　　Ａ順位は、本プロジェクト終了時点までに完了しておくべ
き項目。本プロジェクト上位目標「ブルガリア国における産
業分野の省エネルギー技術普及」達成のために不可欠。
ｄ）プロジェクト終了時の成果物の設定
　　定量的に評価判定できるよう、また少人数カウンターパー
ト体制の下で実現可能なように、下記成果指標を設定した｡
　・教科書作成（エネルギー管理、電気・熱の省エネルギー）
　・マニュアル作成（エネルギー診断、質問状、計測機器、レ
ポート作成方法、機器使用法）

　・対象工場発掘（年間20工場）
　・エネルギー診断（年間20回）
　・モデル工場の選定（年間２工場）
　・データベース（マニュアル作成、システム構築）
　・LANシステム構築
ｅ）準カウンターパート
　　計画打ち合わせ時に取り上げられた準カウンターパートに
ついては、本プロジェクトの範囲外とするが、育成のための
技術協力は実施していく。
ｆ）モデル工場
　　1998年３月及び10月にそれぞれ１工場をモデル工場として
選定することを目標とした。
ｇ）工場診断
　　本プロジェクトの中心活動である工場診断の結果をセミ
ナーで発表。さらに診断した工場のデータを蓄積するデータ
ベースの構築に力を注ぐ。
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(3) 巡回指導
　　（調査内容／調査結果に

基づく決定事項要約）

1998年12月７日～1998年12月18日（12日間）３名派遣

　カウンターパートへの技術移転は、すでにある程度の診断で
あれば独自に診断、報告書の作成ができる程度にまで進んでい
る。一方、本プロジェクトの懸案事項はEECの産業省内におけ
る位置づけが弱いことであり、将来的なEECの自立発展性への
不安がある。省エネルギー法によりEECの機能が強化されるこ
とになるので、同法を作成する省エネルギー庁とのパイプを強
化してゆく必要がある。
　今後のプロジェクトの活動は、技術的な部分から省エネル
ギー診断機関としての組織的な自立発展性強化へ向けた活動へ
の比重を高めることが重要である。

下記項目に関して、PDMの見直し改訂(モニタリング、評価の
観点より)、全体のPOの導入、APO及びTSIの修正がなされた。

(1) 工場エネルギー診断を通じての技術移転の継続実施
　・診断対象工場の発掘（年間12工場）
　・工場診断（年間12回）
　・省エネルギーコンサルテーション（年間12回）
(2) モデル工場
　・モデル工場選定（新規２工場）
(3) 計測機器マニュアルの整備
(4) 広報活動
　・パンフレットの更新
　・セミナーの開催（年間２回）
　・新聞・雑誌等への発表
(5) 情報システムの構築
(6) 1999年度末でのカウンターパート・８名体制の整備
(7) 技術移転モニタリングシートの導入
(8) 関係省庁との連携強化
(9) 合同調整委員会の早期開催

４．協力実施過程における特
記事項

(1) 実施計画中に当初計画の
変更はあったか

　・前提条件
　・投　入
　・活　動
　・成　果
　・外部条件
　・指　標

　全体的に計画内容の変更はないが、以下の点が特記される。
・1996年の経済崩壊により、省エネルギーよりも民営化に本腰
を入れざるを得なくなった。
・1997年カレンシーボードの設定により緊縮財政となり、職員
の新規採用が困難となった。
・前提条件であるローカルコスト確保に関しては、急激なイン
フレによりブルガリア国政府からの十分な投入が困難とな
り、運営費すら捻出できない状況となったため、プロジェク
トが負担している。
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・投入では、日本側のチーフアドバイザーが健康上の理由か
ら、当初予定よりも約１年早く帰国したため、その後は電気
管理専門家が兼任し、３名体制となってしまった。また、適
材カウンターパートの人数の確保ができず、情報と広報担当
の計２名が不足状態。人員体制整備が、発足以来の課題。
・活動に関しては多岐にわたっており、少人数のカウンター
パート体制では全項目を同等に実施することは困難であるこ
とから、最優先活動をＡランクとし、その活動を通じて派生
的に得られた蓄積を基に実施していくＢ、Ｃランクと、順位
づけを行った。
　　Ａランク：カウンターパート養成、工場診断、広報活動
　　Ｂランク：情報システム
　　Ｃランク：政策立案支援
・成果に関しては､工場診断12回／年､モデル工場総計３件／年
など、定量的評価が可能な指標を導入し、かつ現実的な目標
数値を設定した。
・外部条件としては、省エネルギー法が制定され、一定規模以
上の工場に対して省エネルギー診断の受診が義務づけられ
た。
・IMFの勧告により、EECは独自の口座を保有できなくなり、
運営費の捻出が困難となった。

(2) 実施中にプロジェクト実
施体制の変更はあったか

・1999年12月に実施されたブルガリア国内省庁の再編で、EEC
の管轄省である産業省が貿易観光省と統合され、経済省と
なった。以降、EECは経済省の管轄となった。プロジェクト
活動への影響はなし。
・2000年中に、EECが政府系独立法人となる。
・政権交代及び産業省組織改編が激しく、現在までにプロジェ
クト総括責任者（PD）が３回交替した。

５．他の援助事業との関連 （JICAによる他の関連事業、JBICによる有償資金協力事業、
他国の援助機関関連事業、国際機関関連事業等について協力
事業名、事業内容、実施機関などを記入）
１．新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
　　ブルガリア国最大の製鉄会社で、国内全エネルギーの10％
を消費しているクレミコフチ社を対象に実施したCO2調査に
際して、加熱炉他の計測、診断等をEECが支援した。これに
より、独立法人化後の運営資金の一助となる１万2,000ドル
強の収入を得ることができた。
２．黒海エネルギーセンター
　　情報交換及び同センター主催セミナー(「エネルギー診断
の最新の方法と計測機器について」)で、カウンターパート
が講師を務めた。
３．トルコ省エネルギーセンター（NECC)
　　JICAの技術交換プログラムによって、カウンターパートと
専門家が同センターを訪問し、活動内容、問題点、将来の展
開に関して、意見を交換した。(1999年11月)
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４．Energy Agency of Plovdiv
　　EU関連機関であり、プロブデフにネットワークを持つ同

Agencyと協同で、EECの活動及び成果発表のセミナーを開
催し、17社の参加をみた。新聞２紙に記事が掲載された。(2000
年５月)
５．FEMOPETプログラム
　　EU関連の同プログラムで、木材工場、コーラ工場等5社の
エネルギー診断を実施した。（1998年７～８月）
６．TERMIEプログラム
　　EU関連の同プログラムで、エネルギー診断を実施した。
　１）1995～1996　約10工場
　２）1999　　　　　２工場（ダノン、ブルガリア・タバコ）
７．EnEffect
　　USAIDの省エネルギーモデル地区プロジェクト（ガブロボ
地区）で、建物のエネルギー診断を実施した。
８．BQPC（Bulgaria Quality & Productivity Center)
　　EECと相互にユーザー紹介を行ってきた。また、BQPC主
催セミナーにて、EEC紹介のプレゼンテーションを実施し
た。

２－２　計画達成度

（プロジェクトの計画内容がどこまで達成できたか、その度合いを「プロジェクト要約ごと」に

把握し、「実績」の欄に記入）

プロジェクト要約 指　標 実　績 外部条件

上位目標
　ブルガリア国工業界
におけるエネルギー消
費が改善される。

１．省エネルギー活動
を実行する企業数が
増加する。

１．これまでの診断受注が
中堅～大手企業であり、
提案が実行されているこ
とや国際標準ISO9001取
得との関連でも取り組む
企業が増加。
２．工業15分野にてエネル
ギー診断を実施済み。最
初のモデル工場では、初
年度に電力５％、天然ガ
ス10％のエネルギー削減
を達成。

・「エネルギー・省エネルギー
法」が1999年７月から施行
され、一定規模以上の工場
での省エネルギー診断が義
務づけられた。ただし、細
則制定は2000年末の予定
で、まだ効力を発揮してい
ない。
・経済再編と通貨レバ安によ
り、エネルギー価格が急騰
し、省エネルギーの重要性
が高まっている。

プロジェクト目標
　EECの機能が強化さ
れ、独力で省エネルギー
にかかる施策提言及び
工業界の省エネルギー
技術指導を行うことが
できる。

　EEC の 指 導 を 受 け
て、省エネルギー改善
活動を実施している企
業の数が増加する。

・EECの人材、機材が共
に整備され、これまでの
診断実績、モデル工場契
約も堅調に増加している
(一般工場：95社、モデ
ル工場：５社)。診断結
果に対する企業からの評
価も高い。

・2000年中に、EECが政府機
関法人として独立する。
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プロジェクト要約 指　標 実　績 外部条件

成　果
０．管理運営機構の確
立

０．組織分掌規程、人
員配置、予算執行状
況

０．EECは政府機関の法
人として独立する予定。
現在までは、ブルガリア
国側からの投入予算不足
状態であり、カウンター
パート配置も当初予定の
８名に対して２名不足し
ている。

１．カウンターパート
の機材操作、保守管
理技術の修得

１－１．機材保守状況

１－２．機材使用状況

１－１．供与された機材に
関しては、専用に設けら
れた保管室に整然と管理
されている。2000年４月
には、機材メンテナンス
担当カウンターパートが
新規採用された。
１－２．供与機材の利用状
況にはばらつきがあるも
のの、工場診断に欠かせ
ない計測機器など、整備
済みマニュアルを基にカ
ウンターパートは使いこ
なしており、概して使用
頻度は高い。

・1997年に省エネルギー庁が
設立され、エネルギー政策の
全般業務を実施するように
なった。
・1997年 7月のカレンシー
ボード導入により、ブルガリ
ア国政府は緊縮財政にある。
省庁職員も１／３が削減され
た。このような状況下、新規
職員雇用が困難である。
・EECの独自口座が廃止され
た。収入が産業省に入ってし
まい、EECの活動費にならな
い。
・政権交代、産業省組織改編
により、EECへの一貫した協
力が得られなかった。

２．カウンターパート
の養成

２－１．カウンターパー
トの知識・技術レベ
ルの向上

２－２．供与機材・研
修テキストの活用

２－１．独自に工場診断業
務を受注できる技術レベ
ルに到達した。

２－２．カウンターパート
養成教材は124種類が整
備され、76回の専門家に
よる技術講義が開催され
た。供与機材は、工場診
断を通じてのOJTで活用
されている。

３．工場診断及びコン
サルテーション手法
の確立

３．工場診断・コンサ
ルテーション実施状
況

３．工場訪問：198件
　　工場診断：95件
　　モデル工場契約：５件
　　各工場エネルギー使用
量の10～30％の削減方策
を提案。

４．情報システムの実
践的利用方法の確立

４．省エネルギーデー
タベース及びその利
用システムの構築

４．工場診断から得たデー
タを基に、データベース
を構築済み。

５．国家政策への助言
能力の向上

５．省エネルギー関連
の法律・規則等の情
報提供体制の整備

５．省エネルギー法案の策
定に際して、省エネル
ギー庁長官等と半定期的
に意見・情報の交換を
行った。また、省エネル
ギー庁に対して、データ
／情報提供、資料作成、
提言などを実施した。

６．広報手法の確立 ６．PR資料の発行、HP
の開設、セミナーの
開催

６．PRパンフレット：
　　２回発行済み
　　3,000部配布
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プロジェクト要約 指　標 実　績 外部条件

　　インターネットHP：
　　1998年３月開設済み
　　EECセミナー：
　　６回開催、187名参加
　　プレゼンテーション:
　　17回実施
　　メディア：
　　新聞掲載　　13回
　　雑誌掲載　　１回
　　ラジオ紹介　２回
　　その他：
　　EEC・JICAのロゴ入
りグッズの製作、配布
　　民営化ファンド24社へ
のDMの送付
　　顧客開拓マニュアルの
作成
　　省エネルギーニーズ調
査の実施

投　入

R/D 実績（1995～2000年度）

活　動

０－１．プロジェクトご
との適切な人員配置
０－２．役割分担の明
確化
０－３．活動・業務計
画の策定
０－４．予算計画の策
定

１－１．機器や設備の
保守・調達計画の策
定
１－２．供与機器の設
置、及び機器の操作・
保守指導
１－３．操作・保守マ
ニュアルの整備

２－１．カウンターパー
トトレーニング・プ
ログラムの作成
２－２．カウンターパー
トトレーニング資料
の整備
２－３．カウンターパー
トへの講義

３－１．工場診断及び
コンサルテーション
に関する需要調査
３－２．工場診断及び
コンサルテーション
希望工場の発掘

日本側
専門家
・長期４名（常時）

・短　期
（省エネルギー診断・
コ ン サ ル テ ー シ ョ
ン、省エネルギー施
策策定・実施指導、
情報管理、広報、環
境　他）

研修員受入れ
・年２名程度

機材供与
・工場診断機器
　・測定機器
　・校正機器
　・車両
・情報機器
・広報機器
　・視聴覚機材
　・製本機

ブルガリア国側
カウンターパート配置
・前半３年間：５名
・後半２年間：８名

日本側
専門家
・長期５名(うち交替１
名、早期帰国１名)
・短期33名(省エネルギー
診断：28名、計測機器使
用法・校正：４名、日本
の省エネルギー推進方
策：１名)

研修員受入れ
・延べ８名

機材供与
・１億1,000万円

携行機材
・約1,150万円

ローカルコスト負担
・約2,200万円

ブルガリア国側
カウンターパート配置
・６名（プロジェクトマ

ネージャー１名、
技術者５名）

・インセンティブの欠如など
により、カウンターパート
が１名、外資系企業に転職
した。
・1999年12月をもって日本側
チーフアドバイザーが健康
上の理由から早期帰国。以
降、電気管理専門家がチー
フアドバイザーを兼任し、
常駐３名体制。
・工場診断による収支が不明
瞭。診断費用は一旦経済省
に入り、その後申請により
EECが活用可能となる模様
であるが、用途や最終支出
額を把握できておらず、経
営状況が不明確である。
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３－３．モデル工場の
選定
３－４．工場診断及び
それに基づく省エネ
ルギーコンサルテー
ションの実施

４－１．工場診断等を
通じての情報収集及
びそれに基づくデー
タ・ベースの構築
４－２．情報の分析、
加工及び提供

５－１．エネルギー政
策に関する情報収集
５－２．省エネルギー
政策に対する助言

６－１．他類似機関と
の協力強化
６－２．パンフレット、
その他出版物による
広報
６－３．セミナー、シ
ンポジウムの開催

プロジェクト施設整備

ローカルコスト
・人件費、ユーティリ
ティー費、機材維持
管理費、その他雑費
等で５年間に10万US
ドル程度負担

機材措置・維持管理
・機材費用の約７％程
度の保守管理費用

施設設備
・日本人専門家への事務所
提供
・供与機材保管室
・事務所の改修

ローカルコスト
・約９万4,505 lv.
　[６万4,300USドル]

機材措置
・診断／計測機器管理費

前提条件
・EU加盟交渉条件として、
旧式のソ連技術による原子
力発電所を４基停止するこ
とになっているが、国内消
費電力の40％を原子力で
担っていることから、省エ
ネルギーの重要性は増して
いる。
・地球温暖化対策として、

CO2の８％削減をCOP３で
公約しているが、これは省
エネルギーなしには達成で
きない。
・1999年10月に採択した国家
発展政策で、産業を競争力
のあるものにすることが目
標に掲げられ、産業政策で
の省エネルギーが重要と
なっている。
・プロジェクト運営費すら

EECでは賄いきれない状況
にある（日本側が現地業務
費から捻出）。

２－３　評価結果要約

　(1) 目標達成度

プロジェクトの「成果」が「プロジェクト目標」の達成にどれだけつながるか、その見込み検討

成果の達成度 プロジェクト目標達成への貢献／阻害要因

(1) プロジェクトの各
「成果」がプロジェ
クト目標」達成につ
ながったその度合い

成果０　管理運営機構の確立
　長期間４名のカウンターパー
ト体制であったが、１名退職し
３名新規採用され、現在６名体
制となった。EECの政府機関
系独立法人化も確定。独立後の
収入源確保の見通しがたった。

・カウンターパート１名が、民間外資企業に転職
してしまった。
・ブルガリア国政府からの活動資金援助が不十分
で、EEC運営費すら賄えない状況である。
・工場診断等によるEEC収支が不明瞭である。
・工場診断費用は約250USドル／件と安価であっ
たが、モデル工場からは今後、貸与した機器に
よる省エネルギー効果の10％を２年間にわたり
EECに還元してもらう契約となったため、増収
が見込める。

成果１　カウンターパートの機
器操作、保守管理技術の
獲得

　機材は専用の保管室に整然と
管理されている。使用後の機材
清掃、機器校正等の保守に関し
ても問題ない。機材は工場診断
に活用されており、操作に関す
る技術移転も完了している。

・高性能な各種測定機材が、数量的にも十分に供
与され、診断活動及びOJTを通じてのカウンター
パート育成に大きな成果をもたらした。
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成果２　カウンターパートの養成
　　専門家による養成教材整
備、技術講座開催により、カウ
ンターパートが専門知識を習得
したとともに、工場診断を通じ
たOJTにより、計測機器の使用
方法などに関する技術移転がな
された。カウンターパートは、
独自に工場診断を実施できる技
術水準に到達している。

・カウンターパートの現場経験が不足していた。
・カウンターパート間の情報共有が不十分であっ
た。

成果３　工場診断及びコンサル
テーション手法の確立

　　測定結果を踏まえて、工場
に対して基本的な省エネルギー
のアイデアを提出してゆくコン
サルテーション技術に関して
は、手法を習得しており、マニュ
アルも整備されている。

・裨益団体である民間業界がプロジェクトの運営
組織に参加していなかったため、診断対象工場、
モデル工場の発掘に多大な労力を費やした。

成果４　情報システムの実践的
利用方法の確立

　短期専門家による工場診断結
果が、すべて網羅されたデータ
ベースシステムを整備。

・データベースへのデータ入力や、情報更新等、
システム管理を行う専任カウンターパートがい
ない。

成果５　国家政策への助言能力
の向上

　省エネルギー法案の策定に際
して、EECの意向を反映する
ことができた。

・特になし

成果６　広報手法の確立
　PRパンフレット作成、HP開
設、セミナー／講演会開催、メ
ディアでの紹介を実施済み。

・ブルガリア国内の２大エネルギー消費企業であ
る、クレミコフチ社（製鉄所）及びネフトヒム
社（製油所）とモデル工場契約することができ
た。これら企業での省エネルギー成功による、
産業界への宣伝効果が期待できる。

活動の状況 成果達成への貢献／阻害要因

(2) プロジェクトの各
活動が成果につな
がった度合い

活動０－１～０－４
・カウンターパート６名体制と
なった。
・活動／業務計画は、専門家か
らのリクエストに応じて提出さ
れる。
・EEC収支バランスシートは、
作成されていない。

・依然、当初計画の８名体制より、２名のカウン
ターパート(情報、広報)が不足している。
・安価な給与に加えてインセンティブも支給され
てこなかったこと等により、カウンターパート
のモチベーションの低下を招いた。
・予算管理の概念が乏しい。
・NEDOからEECにCO2調査が委託され、貴重な
収入を得ることができた。

活動１－１～１－３
・調達に関しては、専門家と協
議しながら購買時期を決定して
きており、問題はない。
・供与機材は専用の保管室に管
理されている。操作・保守に関
する技術移転は完了済み。
・操作／保守マニュアルも整備
完了。

・特になし
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活動２－１～２－３
・カウンターパート育成教材を
124種類整備。
・カウンターパートへの講義を
76回開催し、専門家からの技術
移転を完了。現在は技術移転を
受けたカウンターパートが、新
規採用カウンターパートに講義
するようになっている。

・カウンターパート間で、意欲にばらつきがあっ
た。

活動３－１～３－４
・EEC主催のセミナーでのニー
ズ調査、パンフレットや各種メ
ディアを活用した営業活動、
ホールディング会社への訪問な
どにより、工場訪問は約198件、
工場診断は95件となった。
・モデル工場契約も、国内二大
エネルギー消費企業であるクレ
ミコフチ社、ネフトヒム社を含
む、総計５社と締結している。
・カウンターパートのみで工場
診断報告書の作成、相手工場で
の説明が可能である。
・各工場で、エネルギー使用量
の10～30％の削減提案を行っ
た。

・日本の商社から、診断対象工場を紹介された。
・工場診断実施後、再度の受診をしてもらうため
のフォローアップ活動が困難である。
・工場訪問数、診断回数、モデル工場数は年々増
加している。
・今後は省エネルギー法で義務づけられた省エネ
ルギー診断に関して、需要の増加が期待できる。

活動４－１～４－２
・データベースのフレームワー
クは完成の見込み。

・特になし

活動５－１～５－２
・省エネルギー法案の策定に際
して、省エネルギー庁長官等と
半定期的に意見・情報交換を
行った。また、省エネルギー庁
に対して、データ／情報提供、
資料作成、提言などを実施し
た。

・省エネルギー庁により、省エネルギー法が制定
された。

活動６－１～６－２
・黒海エネルギーセンター、

NECCとの情報交換、技術交流
を実施。
・PRパンフレット配布(２回)HP
開設、セミナー開催(６回・187
名)、プレゼンテーション(17
回)、各種メディアでのEEC活
動紹介を実施。

・JICAブルガリア国駐在員事務所が国営ラジオ番
組枠を買い取り、EEC活動を紹介。
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　(2) 効　果

プロジェクトが実施されたことにより生じる直接的、間接的なプラス・マイナスの効果を検討

効果の広がり 効果の内容（制度、技術、経済、社会文化、環境面での効果)

(1) 直接的効果
（「プロジェクト目標」
レベル）

１．診断済み工場での省エネルギー改善
・工場診断を実施した95社に対して、平均で10～30％のエネルギー使用量削減方策を提
案。ただし、設備改修を必要とする場合もあり、EECから提案した方策を何社が実行し
たかに関しては、フォローアップ調査が不足しており不明である。

２．省エネルギー庁との連携
・プロジェクト実施期間中に省エネルギー庁が政策官庁として設立され、省エネルギー法
を成立／施行させた。そのため、省エネルギー法案の策定に際して、省エネルギー長官
と半定期的に意見・情報交換を行うことができ、EECの意向を反映することが可能となっ
た。

・省エネルギー法では、一定規模以上の工場に対して省エネルギー診断の受診を義務づけ
ているが、省エネルギー庁自身は実施機関を保有していない。省エネルギー法中で定義
づけされてはいないが、省エネルギー診断や工場診断の実施機関であるEECは、不可欠
な実務機関として、今後の省エネルギー法の定着／推進において重要な役割を担ってい
くものと考えられる。

３．EECの技術的優位性の確立
・省エネルギーの推進により、エネルギー原単位を低減させることができ、各工場の生産
コストが低下して製品の競争力が向上することは工場経営者も理解できているが、設備
投資の切り詰めなどにより、エネルギー管理(現状やロスの把握)に必要な各種計測器す
ら設置されていない状況である。プロジェクトではこのような状況を踏まえ、ブルガリ
ア国側の要望に沿った精度の高い診断用機器を供与し、OJTによりカウンターパートが
これら機材を工場に設置して使いこなすことができるようになったことから、同種の省
エネルギー診断を実施している機関に対して、EECの優位性を確立することができた。
これにより、EECの産業界における省エネルギー技術の指導、推進機関としての地位も
向上した。

・また、保有技術をどの業種にも汎用性のあるユーティリティー設備診断に限定したこと
も、EECの活動領域を広めることに寄与した。

・EECは、人員体制、財政面、経営面のいずれにおいてもいまだ脆弱な状況にはあるが、
政府系独立法人になることにより、政府、民間企業からの要望に十分応えうる素養を保
持している。

４．マイナスの効果
・敢えて特記すれば、今後の供与機材の維持管理費用が、EECの運営上の負担となること
である。

(2) 間接的効果
（「上位目標」レベル）

１．モデル工場での省エネルギー実績
・最初のモデル工場として選定されたBiovet社では、工場診断(計４回実施)の段階で総計24
万5,000ドル／年以上のエネルギー削減効果を達成していた。これに加えて、1998年10月
のモデル工場契約以降、電力５％、天然ガス10％の更なる削減を達成し、72万ドル／年
の効果をあげることに成功した。

・その他のモデル工場４社に対しては、現在活動中であり削減効果は未確定。
２．環境効果
・産業界が、CO2排出量削減面からの省エネルギーの重要性を認識しはじめている。NEDO
がブルガリア国で実施した二酸化炭素削減調査で、クレミコフチ社が対象工場に選ばれ、
EECが調査実施機関として協力した。このことが、クレミコフチ社が後にEECのモデル
工場として選定されることに繋がったとともに、EECの省エネルギー推進活動が環境改
善とも密接に関連していることを、産業界にアピールすることができた。

３．組織的省エネルギー推進体制の浸透
・工場訪問、工場診断、講演会発表等に際しては、専門家が日本の工場における省エネル
ギー推進方策について説明し、工場内に省エネルギー組織を設立することの重要性を説
いた。モデル工場では、この省エネルギー組織設立を義務づけている。これにより、ブ
ルガリア国の工場も組織だった活動の有益性を理解し始め、省エネルギー推進体制が浸
透しつつある。

４．省エネルギー推進新規ビジネスの創出
・工場診断により省エネルギー推進手法を工場側に提示しても、数百万円から数千万円の
投資を必要とするケースもあり、資金を捻出できない工場では実現できずに終わってし
まっている。このような状況下、EECの診断等に基づき工場側が希望する省エネルギー
のアイデアを審査し、採算ベースに乗ると判断された場合には必要となる省エネルギー
設備投資機器を５年程度の期間でリースするプログラムを、外資系民間企業が開始した。
このプログラムが定着すれば、工場は多額の設備投資費用を必要とせずに省エネルギー
推進を実現でき、産業界に大きなインパクトを与える可能がある。
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　(3) 効率性

プロジェクトの「投入」から生み出される「効果」の程度を把握し、手法、方法、費用、期間等

の適切度を検討

(1) 投入のタイミングの
　　妥当性
［日本側］
・専門家派遣
・機材供与
・研修員受入れ

［相手側］
・土地、施設・機材措置
・カウンターパート配置
・ローカルコスト負担

[日本側]
・専門家派遣：長期専門家に関しては、チーフアドバイザーが健康上の理由から早期
帰国したため、プロジェクト最終年は常駐３名体制となった。電気分野の専門家が
チーフアドバイザーを兼任することとなり、その分、短期専門家の派遣数を増員し
た。短期専門家に関しては、プロジェクトの進捗に応じて派遣されるよう長期専門
家による調整が行われたため、適切な投入タイミングとなった。

・機材供与：専門家からの講義形式により、カウンターパートの省エネルギー知識が
向上した後に、工場診断によるOJTにて測定技術等の移転を行う計画であったこと
から、プロジェクト開始より約１年10か月後からの工場診断用計測器を中心とする
機材の供与は適切であったと考える。ただし、モデル工場の選定が遅延したことか
ら、据え付け予定であった計測機器の供与は繰り越しになった。

・研修員受入れ：基本的に毎年２名ずつ受け入れてきた。プロジェクト当初からのカ
ウンターパートは全員受講済みであり、習得した広報手法が診断対象工場の募集に
応用されるなど、成果をあげている。加えて、旧産業省官僚やモデル工場幹部にも
日本での研修の機会を提供している。

[ブルガリア国側]
・工地、施設・機材措置：専門家事務所、カウンターパート事務所、機材保管室、会
議室、視聴覚室がプロジェクト開始時より提供されている。また、ブルガリア国側
からの提供機材は、JICA開発調査実施時に供与された計測機器が中心であり、これ
らもプロジェクト開始時より投入されている。

・カウンターパート配置：1998年以前はカウンターパート５名体制計画に対して実績
４名、1999年以降は８名体制計画に対して2000年４月に６名となったばかりである。

(2) 投入と成果の関係
（投入量／質と成果の妥当性）
・専門家派遣
・機材供与
・研修員受入れ
・土地、施設・機材措置
・カウンターパート配置
・ローカルコスト負担

・専門家派遣：短期専門家に関しては、前半はカウンターパート育成や計測機器使用
方法の技術移転、後半は工場診断活動を主体に投入された。工場診断技術の移転は
順調に進み、満足のいくカウンターパート育成ができたと考えられる。

・機材供与：工場診断用各種計測機材は使用頻度が高く、極めて有効に活用されてい
る。量的にも十分で、複数の工場診断を同時に実施することも可能ではあるが、機
材を使用するカウンターパート数不足の方が問題である。機材の維持管理費用すら
EECでは賄えておらず、故障時などの対応には課題が残る。

・研修受入れ：基本的に毎年２名ずつカウンターパートを受け入れてきており、旧産
業省官僚やモデル工場幹部も含めて、通算８名が研修を受講した。工場診断を実施
するカウンターパートに対する本邦研修は、ニーズに合わせた実習型としたため、
その後の実践で効果をあげている。

・カウンターパート配置：慢性的カウンターパート数不足が発足時からの課題。現在
でも情報と広報担当の２名が不足。複数の工場診断の同時実施など、活動規模の拡
大が困難。プロジェクト開始時からのカウンターパートも、１名離職している。

・ローカルコスト：財政支援は職員給与、光熱費程度であり、機材管理費や出張旅費
等の基本的プロジェクト運営予算すらEECでは捻出できない状況である。

(3) 無償など他の協力形態
とのリンケージ／JBIC、
第３国国際援助機関による
協力のリンケージ

・NEDOが、ブルガリア国最大の製鉄会社・クレミコフチ社でCO2調査を実施する際
に、EECが計測機関として支援した。

・黒海エネルギーセンター、NECC他との情報交換、技術協力を実施。

(4) その他 ・日本の商社が、ESCO（Energy Service Company）を設立しており、EECは計測診
断で協力している。

・プロジェクト合同調整委員会が、３回実施された。
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　(4) 計画の妥当性

評価時におけるプロジェクト計画の妥当性を検討

(1) 上位目標の妥当性
・受益者ニーズとの整合性
・開発政策との整合性

・プロジェクト実施期間中の1999年７月に、省エネルギー法が制定された。
・ブルガリア国では、全使用エネルギーの約50％が産業界で消費されている。
・1995年に発表された「政府プログラム(1995～1998年)」において、エネルギー部
門は重点分野の一つとして位置づけられている。また、1999年10月に採択された
国家発展政策では、「ブルガリア国の産業を競争力のあるものにする」ことが目
標に掲げられた。工業分野では国際競争力が低下し、生産コスト削減面での省エ
ネルギーへの関心も高い。

・民営化の進展とエネルギー価格の高騰により、産業界はエネルギー原単位削減を
迫られている。

・現在のブルガリア国の最大懸案事項は、EUへの加盟である。そのためにも、省
エネルギーの必要性は増してきている。

・地球温暖化対策として、CO2の８％削減をCOP３で約束しているが、これは省エ
ネルギーなしには達成できないことから、環境問題との関連からも省エネルギー
技術に対する産業界の関心／ニーズは高まっている。

(2) プロジェクト目標の妥当性
・上位目標との整合性
・実施機関の組織ニーズとの整
合性

・ブルガリア国における省エネルギー政策の所管官庁は、1997年５月に設立された
省エネルギー庁である。1999年７月に施行された省エネルギー法は、この省エネ
ルギー庁が策定した。

・省エネルギー法により、一定規模以上の工場に対しては省エネルギー診断の受診
が義務づけられたが、省エネルギー庁自身はEECのような診断実施機関を保有し
ていない。

・EECは産業界を統括する経済省(旧産業省)傘下にあって、産業界への省エネル
ギー診断等、技術サービスを提供する実施機関として本プロジェクト開始以来活
動してきた。よって、EECをカウンターパート組織とし、産業分野にて省エネル
ギーの指導、推進ができるように育成してきたことは妥当であり、経済省のニー
ズとも整合していた。

・上位目標の裨益団体である民間業界がプロジェクトの運営組織に入っていなかっ
たため、診断対象工場の発掘などの面で大変な労力を費やした。現段階でも、民
間企業との連携は不確かである。ただし、省エネルギー庁から、省エネルギー診
断工場を優先的に紹介してもらえる可能性はある。

(3) 上位目標、プロジェクト目
標、成果及び投入の相互関連
性に対する計画設定の妥当性

・EECは小規模ながら、産業界に対して独自で省エネルギー指導を行っていけるだ
けの技術と機材を保有する組織に成長した。ただし、独立法人となったEECが自
立発展していくためには、マネージメントに関する技能が必要であり、これに関
する技術は十分であるとは言い難い。

・省エネルギー診断に関しては、どの業種にも汎用性の高い、熱設備、ユーティリ
ティー設備に特化したことにより、適応可能産業が広くなった。

・工場診断数、モデル工場数も堅実に増加しており、ブルガリア国最大手企業もEEC
の技術サービスを享受していることから、産業界からも高い評価を得ているもの
ととらえられ、プロジェクト目標に対する計画設定は妥当であったと考えられ
る。

・省エネルギー技術指導機関としてEECを強化するために、人材育成、工場省エネ
ルギー診断・コンサルテーションの実施、技術情報の蓄積／提供をプロジェクト
計画としたことは適当であった。また、広報活動を行うことも省エネルギー診断
ビジネスを拡張していくうえで必要であったと考えられる。しかしながら、施策
提言能力の確立は、省エネルギー法への意見反映という形で達成はできたが、EEC
の責任範疇からすると困難であり、目標設定時に配慮が必要であったと考える。

・民間企業と比較してEECの給与が安価であることやインセンティブの不足から、
プロジェクト開始時より育成してきたカウンターパートが１名離職してしまっ
た。プロジェクト計画段階で、カウンターパートの定着に関する手段検討が必要
であった。

(4) 妥当性に欠いた要因
　　ニーズ把握状況、プロジェ
クトの計画立案、相手国実施
体制、国内支援体制などの観
点から記述

・慢性的カウンターパート不足により、EECの活動拡張が制限された。
・最新鋭の測定機器を供与しているため、消耗品も高価であり、維持管理費用がか
かる。
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　(5) 自立発展の見通し

終了時評価時における自立発展の見通しを、自立発展に必要な要素が整備されつつあるかを中間

評価時のものと比較しながら検討

(1) 制度的側面
（政策的支援、ス
タッフの配置・定着
状況、類似組織との
連携、運営管理能力
などの観点から記
述）

・EECの活動を拡大するためには、省エネルギー政策の所管官庁である省エネルギー庁との関
係強化が必要である。

・省エネルギー法が制定されたことにより、EECの重要度が高まるとともに、活動範囲／機会
が広まる可能性がある。

・本件プロジェクトの主要活動内容である工場診断／エネルギー診断が、EEC機能の中枢であ
ることから、ビジネスと組織存続とが一体であり、活動の継続が期待できる。

・プロジェクト当初からのカウンターパートが１名、EECを辞職した。2000年４月に新規に採
用した２名のカウンターパートが戦力となるには、まだ時間がかかる。プロジェクト活動継
続の前提条件は、技術移転を受けたカウンターパートのEEC定着であるが、大半のカウンター
パートが契約職員であること、民間企業と比較して給与水準が低いこと、インセンティブ制
度が正式に認可されていないことなどから、今後もカウンターパートが転職していく可能性
は極めて高い。

・EECの自立発展のためには、組織管理が重要であり、強化の必要がある。

(2) 財政的側面
（必要経費の資金
源、公的補助の有
無、自主財源、経理
処理状況などの観点
から記述）

・EECは独立法人化するが、政府から職員給与、機材管理費、光熱費などの80％は継続支援さ
れる。また、EECは独自口座を保有できるようになり、工場診断費(250ドル／件程度)及び
モデル工場契約費(削減費の10％を２年間)からの収入を運営費に活用できる。さらに、省エ
ネルギー法の施行により、省エネルギー診断に関するビジネスチャンスも期待できる。ただ
し、いずれにせよ、EECを財政的に安定させるためには顧客の定着が必須であり、優良企業
発掘のための営業活動強化、良質なサービスの提供による企業からの信頼獲得等が重要と
なってくる。

・また、今後の事業自立化に向けては、EEC自身の利益運営が不可欠であり、経営管理機能の
強化が必要である。

・NEDO調査への支援により得られた費用は、貴重な収入であった。
・プロジェクト期間中は、EEC収支が全く不透明であり、プロジェクト運営費の捻出すらまま
ならない現状は理解できても、工場診断などによる収入がどのように支出されているのかが
わからない状態であった。独立後は、健全な経営推進のためにも収支の透明化は絶対条件で
あり、これなしには組織としてのモチベーション保持は困難であり、EECの存続は疑わしい。

(3) 技術的側面
（移転された技術の
定着状況、施設・機
材の保守管理状況、
現地の技術的ニーズ
との合致状況などの
観点から記述）

・カウンターパートが活動を継続・発展させていくために必要な技術は、十分に移転されてい
る。工場診断用機器、操作／保守管理マニュアル類も完備された。

・カウンターパート独自での工場診断、報告書作成、エネルギー効率改善アイデアの提示が可
能となっている。

・工場診断などの技術に関しては、活動実績の堅実な増加が示すとおり高い評価を得ており、
計測技術、データ解析などが高いレベルにある。供与済みの各種計測機材なども完全に使い
こなしている。ただし、今後、診断項目の拡大が必要である。

・省エネルギー法で省エネルギー診断が義務づけられたことから、移転された計測、診断、分
析等技術に対する民間のニーズは引き続き高く、EECの活動が継続されることは確実であ
る。

・現技術の現地適用には何ら問題なく、今後は技術を支援する機材の補充部品調達が自己収入
源で円滑に行えるような体制作りや、情報整備を着実に進めていけば自立発展性に問題はな
い。

(4) その他 ・診断工場やモデル工場候補の発掘のため、省エネルギー庁、ホールディング会社、日本・ブ
ルガリア国経済委員会、日本の商社といった情報源との関係をより密接にするとともに、マー
ケット戦略立案など、得られたデータを有効に活用するシステムの構築が必要である。
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２－４　プロジェクトの展望及び教訓・提言

１．延長またはフォロー
アップの必要性

（必要な分野／方法／実
施のタ イ ミン グ ／ 理
由）

・プロジェクトはおおむね成功し、協力期間終了までにプロジェクト目標は達成できる
見通しである。若干のスケジュール遅延や問題点は散見されたが、柔軟な対応によっ
て解決が図られた。EECには自活していけるだけの技能が備わっているものの、一層
の発展のために更なる努力が必要である。将来的な上位目標の達成には、EECの「組
織運営・経営能力｣、｢クライアント工場発掘技法」及び「大型工場での総合的省エネ
ルギー推進技能」の強化が不可欠となる。

・期間の単純延長、一部計画達成遅れ分野のための延長は、基本的に不要と考える。
・2000年３月に３社と新規モデル工場契約したが、機材供与完了は９月であり、十分な
診断結果を出すには10月のプロジェクト終了まででは期間が短すぎる。ブルガリア国
内の２大エネルギー消費企業であるクレミコフチ社及びネフトヒム社が含まれてお
り、これらの工場での診断成否が今後のEEC活動に大きな影響を与える。よって、今
後のEEC発展のために、現地から要請のあった個別専門家２名の派遣を検討する。

２．教訓と提言
　①教　訓

・プロジェクト方式技術協力開始前に実施される事前調査では、当該国の本当のニーズ
を十分把握する必要があり、多面的な調査を充実させることが求められている。

・プロジェクトを円滑に推進するためには、極力多くの裨益者(産業界の協会や個別企業)
に「プロジェクト合同調整委員会」や「EEC賛助会員」のメンバーとして参加しても
らい、診断工場発掘、活動の啓蒙・普及等の面で協力してもらうべきであった。

・多岐に亘る活動を完遂していくためには、十分な投入数と適材のJICA専門家、カウン
ターパート、支援スタッフの確保が肝要である。

・工場診断などプロジェクト活動資金に直結する収入源に関しては、適正価格設定を行
い、円滑な運営費及びカウンターパートへのインセンティブが捻出できるようにして
おく必要がある。

・組織運営／経営管理に関する技術移転も、プロジェクト活動として取り入れておくべ
きである。組織内部での財政面や人事／処遇面での透明性の欠如は、組織全体のモチ
ベーションやカウンターパート定着率の低下に直結する。

・期待するプロジェクト成果は、カウンターパート組織の役割、責任範疇を考慮して絞
り込むべきである。

・協力内容が工場診断、情報システム構築、政策提言などの複数にわたる場合、優先度、
活動量配分を事前に合意しておくべきである。

・計画カウンターパート数の確保やローカルコスト負担など、重要な措置が遵守されな
い場合には、プロジェクトを一旦中止するなどの規定が事前の取極め(M/D)に含めて
あれば、ブルガリア国側も問題解決に一層真剣に取り組むことになったと考える。

・供与機材選定や仕様決定に関して、プロジェクトの実状や進捗に応じて決定していく
ことで、より現地の技術レベルやニーズに適合した投入が可能となる。

・カウンターパートの業績、プロジェクト進行過程で発生する問題などに関して、カウ
ンターパート機関を管轄する省庁幹部との定期的協議を持つことを、プロジェクト開
始前に決めておくことが望まれる。

　②提　言 ・産業界での省エネルギー活動を推進していくためには、法律面からの支援が不可欠で
あるため、省エネルギー庁との連携を強化する必要がある。

・企業が省エネルギーを継続的に実施していくためには、何らかのインセンティブが必
要であり、低金利政策や税制優遇策などの制度化を支援していく必要がある。

・現在活動の中核となっているカウンターパートが、新規採用スタッフを将来の中核者
として育成していくことでEEC活動を拡張でき、財政基盤の安定も可能となる。また、
それによって、より多くのスタッフを雇い入れ、優秀な人材にはインセンティブを与
えられるようになる。

・営業活動や、経営管理に関するEEC機能の強化が必要である。特に組織内部での透明
性を確保するためにも、EEC収支バランスシートの公開を義務づける必要がある。

・スペアパーツ、消耗品、追加機材の購入などがEEC独自資金を活用して、より円滑に
行えるシステムを構築する必要がある。

・供与機材については、整備されたマニュアルにしたがって定期的な維持管理を継続す
ることで、トラブル発生、故障を最小限に止められるよう努力することが求められる。

・効率的な活動推進には、EECスタッフ間での情報共有が不可欠である。情報共有シス
テム強化のため、プロジェクトにて供与したデータベースシステムの活用や、スケ
ジュール管理システムの導入を奨励する。

・プロジェクト活動の活性化及び収入源の拡張を志向するうえで、日本関連機関／企業
(ESCOなど）によるプロジェクトとの連携は非常に有効であった。今後の類似案件で
は、積極的に日本関連機関、企業にアプローチしていくべきである。

・他国援助機関（USAID、ファレなど）とのプロジェクト推進にも、日本からの移転技
術を積極的に活用してもらいたい。

・プロジェクト期間終了後も、EECの活動状況などに関する最新情報をJICAブルガリア
国駐在員事務所に継続的に報告することを求める。
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第３章　調査団所見

１．調査団は、経済省・省エネルギー庁（副総理直轄）並びに実施機関であるEECとの確認協議

に加え、評価調査委員会を開催してクライアント及びその他関係者との意見交換を行った。ま

た、EECのカウンターパートとの面談、その他の関係機関に対するアンケート調査を行い、評

価５項目に基づき、プロジェクトの実施効率性、目的達成度、効果、計画の妥当性、自立発展

性について評価分析を行った。評価結果については、別添のとおり、合同評価調査報告書に取

りまとめた。

２．本プロジェクトは、政権交代､政府組織改編による影響を受けたこと、民営化による企業幹

部の交代により、多くの工場が省エネルギー推進体制にない時期があったこと、また機材の納

入の遅れ、カウンターパートの配置等経営管理上の問題はあったものの、日本・ブルガリア国

双方の努力により、プロジェクト運営は何とか軌道に乗りつつあると考えられる。今般、評価

５項目に沿って終了時評価を実施した結果、ローカルコスト負担、カウンターパートの定着化

の問題などはあるもののプロジェクト目標である、｢EEC独自で省エネルギー診断ができる｣と

いうプロジェクト目標はほぼ達成され得るとの判断に達した。このことから、予定どおり2000

年10月31日をもってプロジェクトの協力期間を終了することを双方で確認した。

３．EECは現在、エネルギー使用の多い民間の各種の工場に対し、工場訪問・調査及び工場診断

を実施している。JICAからの供与機材を使用して、最適燃焼調整、蒸気システムのチェック、

赤外線センサーによる温度測定などのユーティリティ改善に関しては、日本人専門家の手助け

を受けずに、カウンターパート独自で診断ができるレベルに達していると判断される。 最近、

新たにクレミコフチ社（製鉄所)、ネフトヒム社（精油所)、ザゴルカビール工場との契約が結

ばれ、これらの３モデル工場に対し、今後は省エネルギー機器を貸与するなどして、集中的に

省エネルギー診断（有料）を推進していく予定である。また、モデル工場とは、省エネルギー

推進による経済効果の一部がEECに還元される契約を結んでおり、これが、今後EECの財政基

盤確立に役立つと思われる。

　　工場診断等の技術に関しては、活動実績が示すとおり高い評価を得ている。

４．EECは経済省の傘下にあるが、近く独立法人化が計画されており、現在その法案が上程され

ているとのことである。その青写真はまだ当方に提出できる段階にない。現在は、制度的な理

由により、EECが独自口座を持つことが不可能であり、運営費の捻出が困難な状況にある。独

立によって、独自口座の開設が可能となり、EEC独自の収入確保の道が開けることとなる。独
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立後は政府系法人ということで、建屋、人件費、光熱水料費、消耗品などの予算措置は当面経

済省から支弁されるということであるが、その他の運営費については、自己収入で賄うことと

なっている模様である。現在、EECのローカルコスト負担能力は低く、また、カウンターパー

トの給与水準も平均75USドル／月と極めて低く、転職(Job Hopping）する者も多く定着率が悪

いのが現状である。民間では３倍以上ということで、その格差は歴然としている。なお、EEC

が独立法人化計画については、その青写真の完成後JICAブルガリア国駐在員事務所経由で提

出するよう申し入れ、先方はこれを了承した。

５．プロジェクト終了後の自立発展性に関しては、EECの経営管理面での一層の体制強化が望ま

れる。現在の不透明な経営体質の改善、インセンティブを与えることによるカウンターパート

の定着化、更には、EECの経営基盤の安定を確保するためには、顧客(クライアント)発掘にお

ける営業活動の強化が不可欠である。また、ブルガリア国はEU加盟をめざしており、域内の

製品と競争しなければならないことが、省エネルギーを進める一つの原動力となっている。省

エネルギー法の制定で省エネルギー診断が義務づけられたことから、民間工場における省エネ

ルギーの計測、診断、データ分析に対するニーズは高くEECの活動が継続されることは確実で

あり、その期待度も高い。また、エネルギー価格が高く、エネルギー資源が乏しい当国におい

ては、省エネルギーを推進しなければならない外的要因がそろっていることも追い風となって

いる。

６．他方、工場診断において競合する民間会社は100社以上あると推定されるところ、楽観は許

されない。ただし、現状においてはJICAからの供与機材が質量ともに他社の追随を許さない

という点で、EECが比較優位の地位を築いていると言えよう。ただし、これらの機器の維持管

理が今後の課題である。スペアパーツ、消耗品、追加機材の購入など、EECが自己資金により

円滑に行えるシステムを構築する必要がある。また、これらの機材については、整備されたマ

ニュアルに沿って定期的な点検・整備を行うことが肝要である。

７．省エネルギー活動を推進していくためには､法制面からの支援が不可欠であるので､省エネル

ギー庁との連携を益々強化する必要がある｡ 企業が省エネルギーを継続的に実施していくため

には、低金利政策や税制優遇策等の制度化といったインセンティブが必要であり、支援してい

く必要がある｡ その関連で、経済省及び省エネルギー庁に対して、調査団員より、日本の政策

官庁からの提言として「日本の省エネルギー政策について」のプレゼンテーションを行ったと

ころ好評であった。
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８．あと、残余協力期間は４か月を切ったが、予定される当方からのインプットとしては、３名

の長期専門家はこのまま終了時までの継続、短期専門家の派遣は４名を予定。内訳は、石油精

製分野で２名、ビール工場で１名、省エネルギー政策で１名である。また、供与機材が７月か

ら９月にかけて到着の予定である。

９．合同調整委員会は、これまでに３回開催されているが、今般のプロジェクト終了時評価に合

わせ開催の予定であったが、プロジェクト総括責任者（PD）の都合が付かず遺憾ながら開催

できなかった｡  PDが経済省次官ということもあり、多忙であることは無論承知の上ではある

が、プロジェクト協力の期間中は特に監督官庁でもあり、同プロジェクトの持続的な発展のた

めにもより積極的な関与・参画を望みたい。過去４年半のうちにPDが何度も変わり現在のパ

ナヨトバ次官で４人目であり、EECのプロジェクト運営に多大な影響があったことを付記し

ておきたい。

10．プロジェクト協力期間終了後もEECの活動状況について、日本大使館及びJICAブルガリア

国駐在員事務所に対し報告するようブルガリア国側に調査団から申し入れたところであるが、

同大使館及び事務所におかれてもEECの独立法人化の問題に加え、2000年11月以降のEECの

持続的な発展状況について必要に応じモニター及びフォローをお願いしたい。

11．なお、本件プロジェクト協力とは別に､すでに要請のあがっているプロジェクト終了後の個

別派遣専門家についても再度検討方強い申し入れがあった。分野によっては専門家のリクルー

トが難しいとしつつも､調査団の帰国後、関係当局へその可能性の検討について申し入れる旨

伝えおいた。すでに受領済みのA1フォームについては、要請分野、TORが具体的でないため、

早急に再提出方申し入れ､先方はこれを了承した。そのA1のドラフトを調査団が持ち帰ること

とした。

以　上
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